
（様式第３号） 
学         則 

 
①申請者の住所・事業

者名、電話 
〒520-0815 大津市膳所 1 丁目 25－5 
有限会社うらら  
TEL 077-525-7245 

②県内の事業所の住
所・事業所名、電話 

〒520-0815 大津市膳所 1 丁目 25－5 
有限会社うらら  
TEL 077-525-7245 
※申し込み・資料請求先 

③指定を受ける研修事
業の名称 

うらら介護職員初任者研修（通信・土日コース） 

④研修課程および学習
方法 
（該当項目に○） 

・介護職員初任者研修課程（通学・通信）    
・生活援助従事者研修課程（通学・通信） 

(対象地域：滋賀県全域） 
⑤開講の目的 地域に根付き、基本的な介護業務を行うために必要な知

識、技術および業務を遂行する上での考え方のプロセスを
習得し、適切な介護サービスを提供することが出来る介護
員を養成する。 

⑥指令年月日等 
 

令和 4 年 6 月 30 日 
滋賀県指令医福 第 1520 号 
    

⑦受講資格 ・心身ともに健康で 16 歳以上の方。ただし、未成年は
保護者の同意を必要とします。 
・通信課程の課題提出期限を厳守し、研修過程の全日程
に出席できる方。 

 
⑧定 員 20 名 

⑨募集・研修期間 （募集）令和 4 年 9 月 1 日～令和 4 年 10 月 21 日 
（研修）令和 4 年 10 月 22 日～令和 4 年 12 月 24 日 

⑩研修カリキュラム カリキュラム日程表（様式第４号－１） 
研修区分表（様式第４号－２） を参照 

⑪研修会場の名称・住
所 

 ・講義 
 
 ・演習 

（講義・演習） 
〒520-0806 
大津市打出浜 1 番 6 号 
大津市勤労福祉会館 研修室 1・2 
 
（補講） 
〒520-0815 
滋賀県大津市膳所１丁目 25-5 
有限会社うらら 

⑫実習施設の名称等 ①．実施する（実習施設利用計画書（様式第６号参照）） 
２．実施しない 

⑬使用テキストおよび
通信添削課題 
（出版社と名称等） 

テキスト 
介護初任者研修過程テキスト全 2 巻 出版：中央法規 
 
通信添削課題 別添の通り 

⑭受講手続きおよび本
人確認の方法 
（選考方法含む） 

受講を希望される方は、当社 HP 又は電話でご連絡下さ
い。受講案内を郵送します。 
受講申込書は郵送又は持参して下さい。応募者多数の場
合は、先着順にて受講頂きます。 
受講申し込み時又は開講式当日に以下のいずれかの本人
確認書類の提出が必要です。提出がない場合は受講不可
とします。 
（1）申し込み直近（3 ヶ月以内）の戸籍謄本、戸籍抄



本、もしくは住民票の原本またはコピーの提出 
（2）住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留
カード、健康保険証、運転免許証、パスポート、年金手
帳のコピーの提出 

⑮受講料、テキスト代
等および支払い方法 

（受講料補助制度含
む。） 

受講料 88,000 円（税込）⇒初年度割引適用 77,000 円（税込） 

テキスト代 5,500 円（税込） 

※下記に該当する場合は受講料よりさらに割引します。 

大津市民割引 11,000 円（税込） 

就活割引 11,000 円（税込） 

支払い方法 期日までに以下の銀行口座にお振り込み下さい。 

振込先   別途ご案内します。 
⑯解約条件および返金

の有無等 
・解約及び返金は受講開始前日までに申し出をお願いし
ます。 
・受講開始後に中途退校した場合、受講料は返還しませ
ん。 

⑰欠席・遅刻・早退・
受講取消の取扱基準 

 

欠席：原則欠席届を前日までに提出し、当日にやむを得
ず欠席する場合は電話連絡の上、後日欠席届を提出する
ものとします。 
遅刻：10 分以上の遅刻は欠席扱いとします。 
早退：体調不良等、やむを得ない事情がある場合は早退
を認めます。その際は後日、補講を受けるものとしま
す。 
取消：学習意欲が著しく欠け修了の見込みが立たない場

合、秩序を乱し他の受講者の妨げになる行為を続ける場
合は受講取消とし、受講料は返還しません。 

⑱研修修了の認定方
法、評価方法と合格
基準 

全ての講義・演習を終了後、筆記試験による修了試験 
（四肢択一及び語群からの選択）を行い、100 点満点中 
70 点以上を合格とし、修了証明書を交付します。 
※評価方法と合格基準：様式第 11 号参照 

⑲補講の方法および 
補講料 

やむを得ず欠席した場合は、①～②のいずれかの方法 
で補講を行います。 
①  当事業所が指定した日時に別途講義、演習を受講。 
②  上記での補講が実施出来ない場合は、13 時間を限度

に補講会場にてビデオ視聴とレポート提出で代替と
します。ただし、実技演習、実習、「人権に関する
基礎知識」については改めて受講して下さい。 

（補講料） 
1 時間につき 1,000 円として受講者の費用負担としま
す。 
公共交通機関の遅延により欠席になった場合の補講費用
は発生しません。（遅延証明書が必要） 
補講の当日キャンセルは 1 回につき 3,000 円とします。 

⑳募集の広報の方法 ホームページに掲載。 
地方紙に掲載。 
折り込みチラシにて。 

㉑情報公開の方法 
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ等) 

当社ホームページにて情報を開示。 
https://urara-kaigo.com 
 

㉒受講者の個人情報の
取扱 

 

個人情報保護規程作成の有無（有・無） 
①  受講生の個人情報は当社の「個人情報保護方針」に

基づき厳重に管理します。なお、修了者は滋賀県が
管理する修了者名簿に記載されます。 

②  受講生は、本研修中に知り得た利用者・他の受講
生・講師等の個人情報を漏洩してはなりません。 

㉓受講中の事故等につ
いての対応 

万一の事故など緊急を要する場合は、家族に連絡し、必
要な対応を行います。賠償保険の範囲内で補償します。 



㉔研修責任者名と役職 研修責任者 西村 史佳 
 
 

㉕課程編成責 
任者名と役職 

課程編成責任者 西田 智至 
 
 

㉖情報開示責任者名、
役職および連絡先 

情報開示責任者 西田 智至 
TEL 077-525-7245 

㉗苦情相談担当者名、
役職および連絡先 

【事業者】 
有限会社うらら 取締役 西田 茂美 
TEL 077-525-7245 
【事業所】 
有限会社うらら 
うらら介護職員初任者研修 苦情相談担当者 西村史佳 

TEL 077-525-7245 
㉘事業所の研修担当者

名と連絡先 
研修担当者 西村 史佳 
TEL 077-525-7245 

㉙その他研修に関する
事項 

 
 

・公共交通機関のご利用をお願いします。 
・開講日より 8 ケ月を受講有効期間とし、それを超えた
場合は修了証明書の交付が出来ないものとします。 

  
  ※情報開示責任者は、責任をもって常にホームページの開示内容を管理・更新すること。 

※「その他研修に関する事項」欄には、事業者において特に受講予定者に提示すべき事項があれば

記入すること。（求職者支援訓練等を含む。） 

 


